
       

本書は，電気事業法の規定にもとづき，ご契約に関する重要事項
を説明するものです。下記事項のほか，電気標準約款［低圧］
（首都圏エリア）および需給契約要綱を必ずお読みください。 

なお，電気標準約款［低圧］（首都圏エリア）および需給契約
要綱は，当社のホームページ（www.hepco.co.jp）でご確認いた
だけます。 
 

１．需給契約の申込み 

(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は，あらかじめ

電気標準約款［低圧］（首都圏エリア）（以下「標準約款」といい

ます。），需給契約要綱（以下「契約要綱」といいます。）およびお

客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電

事業者（以下「接続供給会社」といいます。）が定める託送供給等

約款およびその他の供給条件等（以下「託送約款等」といいます。）

における需要者に関する事項を遵守することを承認のうえ，当社所

定の様式によって申込みをしていただきます。ただし，軽易な内容の

ものは，電磁的方法，電話等による申込みを受け付けることがあり

ます。 

(2) 原則として当社が提供するＷｅｂサービス「ほくでん首都圏ポータル

サイト」にご登録いただきます。 

(3) 契約先を他社から当社へ変更される場合には，下記のような不利

益事項が発生する場合がございますのでご注意ください。 

イ 現在の電気のご契約を解約することにより，現在お客さまがご契

約されている会社から，解約違約金等の請求を受ける可能性があ

ります。 

ロ 現在の電気のご契約においてポイントなどのサービスがある場合に

は，解約にともないポイントなどが失効する場合があります。 

ハ 現在の電気のご契約において継続利用期間に応じた割引を受け

ている場合には，解約にともない継続利用期間が消滅する場合が

あります。 

ニ 現在の電気のご契約を解約することにより，現在お客さまがご契

約されている会社との契約中に使用された電気の使用量や請求金

額等のご利用情報を照会できなくなる場合があります。 
 

２．契約の成立および契約期間 

(1) 需給契約は，申込みを当社が承諾したときに成立いたします。   

ただし，接続供給会社との接続供給契約が整わない等の事情によ

るやむをえない理由によって，電気を供給できないことが明らかになっ

た場合には，当社は，需給契約の成立の日にさかのぼって需給契

約を解約することがあります。この場合には，その理由をお知らせいた

します。 

(2) 契約期間は，需給契約が成立した日から，料金適用開始の日が

属する年度（4 月1 日から翌年の 3 月31 日までの期間）の末日

までといたします。 

(3) 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示

がない場合は，需給契約は，契約期間満了後も1年ごとに同一条

件で継続されるものといたします。この場合，当社は，契約期間満

了前は，新たな契約期間を，標準約款および契約要綱による契約

の継続後は，新たな契約期間，需給契約の成立日，供給地点特

定番号ならびに当社の名称および所在地をお客さまにお知らせいたし

ます。 

なお，電気事業法第 2 条の 13 に定める書面（以下「契約締結

前交付書面」といいます。）および電気事業法第2条の14に定める

書面（以下「契約締結後交付書面」といいます。）の交付に代えて，

電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社所定のウェブ

サイト（「ほくでん首都圏ポータルサイト」を含みます。）に掲載する方

法等によりお客さまにお知らせすることがあります。 

 

 

また，変更とならないその他の事項については，お知らせを省略す

ることがあります。 
 

３．供 給 の 開 始 

(1) 当社は，お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには，お客

さまとの協議のうえ需給開始日を定め，供給準備その他必要な手続

きを経たのち，すみやかに電気を供給いたします。 

(2) 当社は，天候，用地事情，停電交渉等の事情によるやむをえな

い理由によって，あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できな

いことが明らかになった場合には，その理由をお知らせし，あらためて

お客さまと協議のうえ，需給開始日を定めて電気を供給いたします。 
 

４．供給電気方式，供給電圧および周波数 

供給電気方式，供給電圧および周波数は，託送約款等に定めると

ころによるものといたします。 
 

５．契約電流，契約容量または契約電力の決定方法 

契約電流，契約容量または契約電力は，原則として次により決定い

たします。契約電流等の決定方法は，料金プランによって異なりますので，

詳しくは各契約要綱をご確認ください。 

(1) お客さまの申出により定める場合 

各契約要綱に定めるアンペアのいずれかとし，お客さまの申出によ

って定めます。 

(2) 契約主開閉器の定格電流により定める場合 

契約主開閉器の定格電流にもとづき，各契約要綱に定める算定

方法により算定された値といたします。 

(3) 最大需要電力により定める場合 

各月の契約電力は，その 1 月の最大需要電力と前11 月の最大

需要電力のうち，いずれか大きい値といたします。 

(4) 協議により定める場合 

契約負荷設備の内容を基準として，お客さまと当社との協議によっ

て定めます。 
 

６．料金の単価および算定方法 
 

(1) 月々の料金は，基本料金，電力量料金（燃料
費調整額を含みます。）および再生可能エネルギー
発電促進賦課金の合計といたします。 
イ 基本料金 

契約電流，契約容量または契約電力によって
1 月単位に決められた料金です。 

なお，まったく電気を使用しない場合の基本料
金は，半額といたします。 

ロ 電力量料金 
(ｲ) 1 月の使用電力量に電力量料金単価を乗じ

て算定いたします。 
(ﾛ) 燃料費調整単価に使用電力量を乗じた金額

を燃料費調整額として差し引き，または加えて
算定いたします。 

※燃料費調整制度 
・火力発電に必要な原油，LNG および石炭の燃料
価格の変動に応じて毎月の電気料金に反映させる
制度です。為替レートや市場の動きなどを要因とした
燃料価格の変動に応じて，電気料金も変動しま
す。 

・燃料費調整は，原油，LNG，石炭それぞれの３
か月間の貿易統計価格をもとに平均燃料価格を算
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定し，調整の基準となる燃料価格を上回る場合は
プラス調整（上限はありません。）を，下回る場合
はマイナス調整を行ないます。 

・燃料費調整単価の推移や燃料費調整制度の詳細
等は当社のホームページ（www.hepco.co.jp）をご
確認ください。 

 
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

経済産業大臣が定める再生可能エネルギー発
電促進賦課金単価に1月の使用電力量を乗じて
算定いたします。 

(2) 料金から再生可能エネルギー発電促進賦課金を
差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進
賦課金のそれぞれから消費税等相当額を差し引い
た金額（以下「税抜金額」といいます。）の合計に
100分の10を乗じて算定してえた金額と，消費税
等相当額（料金から再生可能エネルギー発電促
進賦課金を差し引いたものに係る消費税等相当額
および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る
消費税等相当額の合計といたします。）とに差額が
生じた場合の料金は，(1)にかかわらず，(1)によっ
て料金として算定された金額にその差額を加えたも
のといたします。 
なお，税抜金額の単位は，それぞれ1円とし，そ

の端数は，それぞれ切り上げます。 
また，税抜金額の合計に 100 分の 10 を乗じて

算定してえた金額，料金から再生可能エネルギー
発電促進賦課金を差し引いたものに係る消費税等
相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課
金に係る消費税等相当額の単位は，それぞれ 1
円とし，その端数は，それぞれ切り捨てます。 

(3) 燃料費調整単価および再生可能エネルギー発電
促進賦課金単価は，当社のホームページ（www.
hepco.co.jp）等でお知らせいたします。 

(4) 各料金プランの適用条件，料金単価等の詳細に
ついては，当社のホームページ（www.hepco.co.j
p）に掲載している各契約要綱等をご確認ください。 

 

７．検 針 日 

検針日は，託送約款等に定めるところによるものといたします。 
 

８．料金の算定期間 

(1) 料金の算定期間は，託送約款等に定める計量期間または検針期

間等（以下「計量期間等」といいます。）とし，料金は，当該期間

を「1 月」として算定いたします。ただし，電気の供給を開始し，また

は需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は，開始日から開始

日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む

計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。 

(2) 需給契約の開始，消滅，変更等があった場合には，料金を日割

計算いたします。 
 

９．使用電力量等の算定 
 

(1) 料金の算定期間における使用電力量は，託送約款等に定めるお

客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量を 30 分ごと

の使用電力量とし，30 分ごとの使用電力量を，料金の算定期間に

おいて合計した値といたします。 

(2) 料金の算定期間における最大需要電力は，託送約款等に定める

接続供給電力（30 分ごとの接続供給電力量の値を 2 倍した値）

の最大値といたします。 

(3) 当社は，使用電力量等を 11（料金等のお知らせおよび請求）に

定める方法により，お客さまにお知らせいたします。 

(4) 計量器の故障等により使用電力量または最大需要電力を正しく算

定できなかった場合には，料金の算定期間の使用電力量または最

大需要電力は，託送約款等に定めるところにより，お客さまと当社と

の協議によって定めます。 
 

10．料金の支払義務および支払期日 

(1) お客さまの料金の支払義務は，接続供給会社から受領した検針

の結果等にもとづき，当社にて料金の請求が可能となった日に発生

いたします。 

(2) お客さまの料金の支払期日は，(1)の支払義務発生日の翌日から

起算して30日目の日とし，料金は支払期日までに支払っていただき

ます。 

11．料金等のお知らせおよび請求 
 
(1) 当社は，原則として，料金等のお知らせおよび請

求を電磁的方法（インターネットを利用する方法を
いいます。）により行ないます。 

(2) 当社は，お客さまが料金を当社が指定した金融機
関等を通じて払い込みにより支払われる場合には，
料金等のお知らせおよび請求を書面により行ないま
す。 

(3) 料金等のお知らせおよび請求を(2)により行なう場
合は，当社は，原則として，(4)に定める発行手数
料を申し受けます。 

(4)  発行手数料は，次のとおりといたします。 
 １料金の算定期間および１契約につき 330円00銭 
(5) (3)によって料金とあわせて発行手数料を支払ってい

ただく場合で，税抜金額および発行手数料に係る
税抜金額の合計に 100 分の 10 を乗じて算定して
えた金額と，消費税等相当額（料金から再生可能
エネルギー発電促進賦課金を差し引いたものに係る
消費税等相当額，再生可能エネルギー発電促進
賦課金に係る消費税等相当額および発行手数料に
係る消費税等相当額の合計といたします。）とに差
額が生じたときは，料金および発行手数料とあわせ
てその差額を支払っていただきます。 
なお，発行手数料に係る税抜金額の単位は，1

円とし，その端数は，切り上げます。 
また，税抜金額および発行手数料に係る税抜金

額の合計に 100 分の 10 を乗じて算定してえた金
額，料金から再生可能エネルギー発電促進賦課金
を差し引いたものに係る消費税等相当額，再生可
能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当
額および発行手数料に係る消費税等相当額の単位
は，それぞれ 1 円とし，その端数は，それぞれ切り
捨てます。 

 

12．料金その他の支払方法 

(1) 料金については毎月，工事費負担金等相当額についてはそのつど，

原則として当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。 

(2) 料金については，原則としてクレジットカードにより支払っていただき

ます。ただし，お客さまが希望され，かつ当社との協議が整った場合

には，口座振替により支払っていただきます。また，特別な事情があ

る場合には，当社が指定した様式により当社が指定した金融機関を

通じて払い込みにより支払っていただきます。 
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13．延 滞 利 息 

(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には，

支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて，年 10

パーセントの延滞利息を申し受けます。ただし，料金を支払期日の

翌日から起算して10日以内に支払われた場合，または料金を口座

振替により支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経

過して口座から引き落とされたときは，延滞利息を申し受けません。 

(2) 延滞利息は，原則として，お客さまが延滞利息の算定の対象とな

る料金を支払った直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っ

ていただきます。 
 

14．工事費負担金等相当額の申受け等 

(1) 当社が接続供給会社から，託送約款等に定めるところにより，お

客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金等の請

求を受けた場合は，当社は，請求を受けた金額に相当する金額を

工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けます。 

(2) 当社が接続供給会社から，工事完成後，当該工事費負担金等

相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は，当社は，工

事費負担金等相当額をすみやかに精算いたします。 

(3) 託送約款等に定めるところにより，当社の負担で施設し，または取

り付けることとされている設備等については，原則として，お客さまの

所有とし，お客さまの負担で施設し，または取り付けていただきます。 

(4) お客さまの都合によって需給開始に至らないで申込みを取り消し，

または変更される場合で，当社が接続供給会社から，託送約款等

に定めるところにより，費用の実費または実費相当額等の請求を受

けたときは，当社は，請求を受けた金額をお客さまから申し受けます。 
 

15．需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金およ

び工事費負担金等相当額の精算 
 

(1) お客さまが，契約電流，契約容量または契約電
力を新たに設定し，または増加された日以降 1 年
に満たないで需給契約を廃止しようとし，または契
約電流，契約容量もしくは契約電力を減少しようと
される場合には，当社は，需給契約の消滅または
変更の日に料金をお客さまに精算していただきま
す。ただし，接続供給会社が将来の需要等を考慮
して供給設備を常置する場合，または非常変災等
やむをえない理由による場合を除きます。 

(2) (1)の場合で，当社が接続供給会社から，託送
約款等に定めるところにより，工事費の精算に係る
請求を受けた場合は，当社は，お客さまからその
金額を申し受けます。 

 

16．解 約 等 

(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には，当社は，需給契約

を解約することがあります。この場合には，その旨をお客さまにお知ら

せいたします。 

イ 託送約款等に定めるところにより接続供給会社によって電気の供

給を停止されたお客さまが接続供給会社の定めた期日までにその

理由となった事実を解消されない場合 

ロ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 

ハ お客さまが他の需給契約（既に消滅しているものを含みます。）

の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 

ニ 標準約款および契約要綱によって支払いを要することとなった料

金以外の債務（延滞利息，保証金，違約金，工事費負担金

等相当額その他標準約款および契約要綱から生じる金銭債務を

いいます。）を支払われない場合 

ホ お客さまがその他標準約款および契約要綱に反した場合 

(2)  お客さまが，需給契約の廃止の通知をされないで，その需要場

所から移転され，電気を使用されていないことが明らかな場合には，

当社および接続供給会社が需給を終了させるための処置を行なった

日に需給契約は消滅するものといたします。 
 

17．違 約 金 

(1) お客さまが，次のいずれかに該当し，そのために料金の全部または

一部の支払いを免れた場合には，当社は，その免れた金額の 3 倍

に相当する金額を，違約金として申し受けます。 

イ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 

ロ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 

ハ 動力を使用する需要に適用する契約種別を適用する場合で，

変圧器，発電設備等その他を介して，電灯または小型機器を使

用されたとき。 

(2) (1)の免れた金額は，標準約款および契約要綱に定める供給条

件にもとづいて算定された金額と，不正な使用方法にもとづいて算

定された金額との差額といたします。 
 

18．損害賠償の免責 

(1) 3（供給の開始）(2)によって需給開始日を変更した場合および

託送約款等に定めるところにより接続供給会社が電気の使用を制限

し，または中止した場合で，それが当社の責めとならない理由による

ものであるときには，当社は，お客さまの受けた損害について賠償の

責めを負いません。 

(2) 託送約款等に定めるところによって接続供給会社が電気の供給を

停止した場合または標準約款および契約要綱に定める事項によって

需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には，当

社は，お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 

(3) 漏電その他の事故が生じた場合で，それが当社の責めとならない

理由によるものであるときには，当社は，お客さまの受けた損害につ

いて賠償の責めを負いません。 
 

19．設 備 の 賠 償 

(1) お客さまが故意または過失によって，その需要場所内の当社の電

気工作物，電気機器その他の設備を損傷し，または亡失した場合

は，その設備について，修理可能の場合は修理費，亡失または修

理不可能の場合は帳簿価額と取替工費との合計額を賠償していた

だきます。 

(2) お客さまが故意または過失によって，その需要場所内の接続供給

会社の電気工作物，電気機器その他の設備を損傷し，または亡失

したことにより，当社が接続供給会社から賠償の請求を受けた場合

は，当社は，その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきま

す。 
 

20．需要場所への立入りによる業務の実施 

(1) 当社は，次の業務を実施するため，お客さまの承諾をえてお客さ

まの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合

には，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施するこ

とを承諾していただきます。 

なお，お客さまのお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示い

たします。 

イ 不正な電気の使用の防止等に必要な，お客さまの電気機器の

試験，契約負荷設備，契約主開閉器もしくはその他電気工作

物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認 

ロ その他標準約款および契約要綱によって，需給契約の成立，

変更または終了等に必要な業務 

(2) 接続供給会社は，託送約款等に定めるところにより，お客さまの

承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入ることがあります。この

場合には，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施

することを承諾していただきます。 



なお，お客さまのお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示い

たします。 
 

21．保安に対するお客さまの協力 

(1) 次の場合には，お客さまからすみやかにその旨を接続供給会社に

通知していただきます。この場合には，接続供給会社は，ただちに

適当な処置をいたします。 

イ お客さまが，引込線，計量器等その需要場所内の接続供給会

社の電気工作物に異状もしくは故障があり，または異状もしくは故

障が生ずるおそれがあると認めた場合 

ロ お客さまが，お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり，

または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり，それが接続供給会

社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合 

(2) お客さまが接続供給会社の供給設備を使用しないことが明らかな場

合で，接続供給会社が保安上必要と認めるときは，その期間につい

て，接続供給会社は，(1)に準じて，適当な処置をいたします。 

(3) お客さまが接続供給会社の供給設備に直接影響を及ぼすような物

件の設置，変更または修繕工事をされる場合および物件の設置，

変更または修繕工事をされた後，その物件が接続供給会社の供給

設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には，その内容を接続供

給会社に通知していただきます。この場合において，保安上とくに必

要があるときには，接続供給会社は，お客さまにその内容の変更を

していただくことがあります。 
 

22．需給契約の変更 

お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は，標準約款の

契約の申込みに定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ず

るものといたします。この場合，当社は，需給契約の変更前は，需給

契約の変更内容を，変更後は，需給契約の変更内容，需給契約の

成立日，供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地をお客さ

まにお知らせいたします。 

なお，契約締結前交付書面および契約締結後交付書面の交付に代

えて，電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社所定のウ

ェブサイト（「ほくでん首都圏ポータルサイト」を含みます。）に掲載する方

法等によりお客さまにお知らせすることがあります。 

また，変更とならないその他の事項については，お知らせを省略するこ

とがあります。 
 

23．需給契約の廃止 

お客さまが標準約款および契約要綱にもとづく電気の使用を廃止しよ

うとされる場合は，あらかじめその廃止期日を定めて，当社に通知してい

ただきます。この場合，接続供給会社は，原則として，お客さまが通知

された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。 

なお，この場合には，必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。 
 

24．需給契約の申込みの撤回 

需給契約の申込みの撤回を希望される場合は，電話または当社所

定の様式により当社へお申込みください。 

なお，申込みのタイミングによっては需給開始となる場合があります。

需給開始となる場合は，23（需給契約の廃止）にもとづき需給契約を

廃止することができますが，需給開始以降，需給契約が消滅するまで

の料金は，お客さまに支払っていただきます。 
 

25．信用情報の共有 

標準約款および契約要綱によって支払いを要することとなった料金その

他の債務について，お客さまが当社の定める期日を経過してなお支払わ

れない場合等には，当社は，お客さまの氏名，住所，支払状況等の

情報を他の小売電気事業者へ通知することがあります。 

 

 

26．災害救助法が適用された場合等の特別措置 

当社は，原則として災害発生日から 1 年以内に，災害救助法にもと

づき公示された区域のお客さままたは激甚災害に指定された災害で被災

されたお客さまから，公示または指定の日が属する月の 6 月後の末日ま

でに申出がある場合は，次の料金等の特別措置を適用いたします。 

なお，当社は，お客さまの被害状況を確認するため，必要に応じて

罹災証明書等を提出していただきます。 

(1) 災害発生日が属する月の前月の料金（支払期日が災害発生日

以降のものに限ります。）および災害発生日が属する月からその

翌々月までの料金の支払期日をそれぞれ 1 月延伸いたします。 

(2) 災害発生日が属する月の 6 月後の末日までに限り，料金の算定

期間ごとに被災日から引き続きまったく電気を使用しない期間の日数

１日当たり基本料金を 4％割引いたします。 

(3) 災害発生日が属する月の 6 月後の末日までに，被災された需要

場所の再建等の申込みをされた場合で，次のいずれかに該当すると

きは，当社は，工事費負担金等相当額を申し受けません。 

イ 被災日から引き続きまったく電気を使用されず，需給契約を廃止

された後，新たに需給契約の申込みをされた場合で，その申込

みにおける契約容量等が被災日の契約容量等をこえないとき。 

ロ 引込線，計量器，その付属装置，区分装置，通信設備および

電流制限器等の取付位置の変更の申込みをされた場合で，その

供給方法が被災日の供給方法と同一であり，原則として初回の

工事のとき。 
 

27．そ の 他 

(1) 契約期間の満了に先だって，原則として適用を受ける契約要綱以

外の他の契約種別に需給契約を変更することはできません。 

(2) 契約要綱の契約種別から他の契約種別に変更された後 1 年間は，

原則として他の契約種別に変更される前に適用を受けていた契約要

綱を適用いたしません。 

(3) 最大需要電力にもとづいて契約電力を定めた後 1 年に満たないお

客さまについては，原則としてお客さまの申出または契約主開閉器の

定格電流にもとづいて契約電流，契約容量もしくは契約電力を定め

ることはできません。また，お客さまの申出または契約主開閉器の定

格電流にもとづいて契約電流，契約容量もしくは契約電力を定めた

後 1 年に満たないお客さまについては，原則として最大需要電力に

もとづいて契約電力を定めることはできません。 

(4) 当社は，次の場合には，民法第 548 条の 4 の規定にもとづき,

標準約款および契約要綱を変更することがあります。この場合には，

契約期間満了前であっても，電気料金その他の供給条件は，変更

後の電気標準約款［低圧］（首都圏エリア）および需給契約要綱

によります。 

イ 消費税および地方消費税の税率の変更等のやむをえない要因が

生じた場合に，必要な限度において料金を変更するとき。 

ロ 託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃により，標準

約款および契約要綱を変更する必要が生じた場合 

ハ その他，標準約款および契約要綱を変更すべき合理的な事由

が生じた場合 

(5) 標準約款および契約要綱を変更する場合には，当社は，標準約

款および契約要綱の変更前は，変更内容を，変更後は，変更内

容，需給契約の成立日，供給地点特定番号ならびに当社の名称

および所在地をお客さまにお知らせいたします。この場合，契約締結

前交付書面および契約締結後交付書面の交付に代えて，電子メー

ルを送信する方法またはインターネット上の当社所定のウェブサイト

（「ほくでん首都圏ポータルサイト」を含みます。）に掲載する方法等

によりお客さまにお知らせすることがあります。 

なお，変更とならないその他の事項については，お知らせを省略

することがあります。また，法令の制定または改廃にともない当然必



要とされる形式的な変更その他需給契約の内容の実質的な変更を

ともなわない変更の場合には，当該変更となる事項の概要のみを，

契約締結前交付書面を交付することなく，電子メールを送信する方

法またはインターネット上の当社所定のウェブサイト（「ほくでん首都

圏ポータルサイト」を含みます。）に掲載する方法等によりお客さまに

お知らせいたします。この場合，契約締結後交付書面の交付はいた

しません。 

(6) 本書に記載のある事項のほか，お客さまからの申込みにおける契

約締結前の供給条件の説明について電子メールを送信する方法また

はインターネット上の当社所定のウェブサイト（「ほくでん首都圏ポータ

ルサイト」を含みます。）に掲載する方法等により行なうことがあります。

また，契約締結前交付書面および契約締結後交付書面の交付に

代えて，電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社所

定のウェブサイト（「ほくでん首都圏ポータルサイト」を含みます。）に

掲載する方法等によりお客さまにお知らせすることがあります。 

(7) 本書に記載のある事項は，お客さまとの需給契約上特に重要とな

る事項を抜粋したものであり，需給契約に関する全ての内容を記載

しているものではありません。本書に記載のない事項を含め，需給契

約の詳細は，標準約款および契約要綱に定めるところによります。 

なお，標準約款および契約要綱は，当社のホームページ

（www.hepco.co.jp）でご確認ください。 

 

 
  

クーリングオフについて 
 

次の事項は，「特定商取引に関する法律」に定める「訪問販売」お

よび「電話勧誘販売」に該当する場合に適用となります。 

１．お客さまが「訪問販売」および「電話勧誘販売」で契約された場

合，本書面を受領した日から8日を経過する日までの間は，書面

または当社のホームページ上のレインボーポストメールフォーム

（www.hepco.co.jp/mailpost/mailpost.html）を通じてメ

ールにより無条件での申込みの撤回または契約の解除を行なうこと

（以下「クーリングオフ」といいます。）ができ，その効力は，お客さ

まが，書面を発信し，またはメールを通知したときから発生します。 

２．前項の場合，お客さまは， 

① 解約手数料および違約金の支払いを請求されることがありませ

ん。 

② すでに引き渡された商品の引取りに要する費用や移転された権

利の返還に要する費用は当社が負担します。 

③ 電気を消費して得た利益に相当する金銭の支払い義務はあり

ません。 

④ すでに料金の一部または全部を支払っている場合は，すみや

かにその金額の返還を受けることができます。 

⑤ 電気の供給にともない，土地または建物その他の工作物の現

状が変更された場合には，無料で元の状態に戻すよう請求する

ことができます。 

３．上記クーリングオフの行使を妨げるために，当社が不実のことを

告げたことによりお客さまが誤認し，または当社が威迫したことによ

りお客さまが困惑してクーリングオフを行なわなかった場合は，当社

から，クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され，その内

容について，説明を受けた日から 8 日を経過するまでは，書面ま

たは当社のホームページ上のレインボーポストメールフォーム

（www.hepco.co.jp/mailpost/mailpost.html）を通じてメ

ールによりクーリングオフすることができます。 
 

             

  

［お問い合わせ先］ 
 

●電話によるお問い合わせ 

ほくでん首都圏お問い合わせ窓口 

（電話番号）０５７０－０２８－８５５ 

受付時間：平日9：00～17：00 

休業日：土曜日・日曜日・祝日， 

12 月29日～1月3 日，5月1 日 
 

●インターネットによるお手続き 

（お引越し，ご契約変更のお手続きなど） 

ほくでん首都圏ポータルサイト 

（U R L）https://www.epower-portal.com/hepco/ 

受付時間：24時間（システムメンテナンス時間帯を除く） 
 

 

北 海 道 電 力 株 式 会 社 

（小売電気事業者登録番号 Ａ０２６７） 

所在地 〒060-8677 札幌市中央区大通東1 丁目2 番地 
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